
JBV TOUR ２０１０

ふくいカップ JBVグランドスラム

高浜大会 観戦ツアー

ご出発日 2010年9月20日＇月・祝（

ご旅行代金 ¥9,800＇お一人様（
旅行代金に含まれる内容１．往復バス代金２．通行料金３．添乗員同行費用４．コートサイド席チケット代金５．消費諸税

最少催行人員：２５名様 ※お申込みが２５名様に満たない場合は中止とさせて頂きます。

[ご注意事頄]

※コートサイド席の未就学児＇席が必要ない場合（は無料。席が必要な場

合は有料となります。＇移動のバスも同様です。（

※雤天決行／但し、天候によっては中止になる場合もございます。

※荒天中止以外の払い戻しはできません。

※入場券及び観戦チケットの半券は最後まで必ずお持ちください。

※ カメラ、ビデオの持込、及び撮影は固くお断りいたします。また、カメラ

付携帯電話での撮影も固くお断りいたします。

表（取消料

２０，０００円以上５０，０００円未満 １０，０００円以上

５０，０００円以上１００，０００円未満 ２０，０００円以上

旅行代金の額 申込金＇おひとり（

２０，０００円未満 ５，０００円以上

この旅行条件は、2009年1月1日を基準としています。 とがあります。

５．お客様による旅行契約の解除 1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円～20万円、通院見舞金として通院日数により1万円～5万円を があります。当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメール

お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いただくことにより、旅行契約を解除することが 支払ます。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度します。ただし、補償対象品の1 アドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ

２．旅行代金に含まれる費用の内、運送機関の利用等級は特に注釈がない限りエコノミークラス利用 から損害の賠償を申し受けます。 等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用さ

となります。 ９．特別補償 せていただきます。このほか、当社らでは、＇１（当社ら及び当社らと提携する会社の商品やサービス、

始日前の指定期日までにお支払いいただきます。 額は15万円（但し天災地変、運送・宿泊機関の事故若しくは火災、運送機関の遅延、不通又はこれらの為に生ず 物品・サービスの提供をすることがあります。

４．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの る旅行日程の変更若しくは旅行の中止、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難などの場合はその １２．個人情報の取扱について

の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行って 賠償の額をお客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当

３．旅行代金のお支払い期日 いただきます。 社は、同頄の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額

但し、特定期間・特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。

規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金

２．現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービス内容 を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同頄の規定に基づき当社が支払うべき損害１００，０００円以上 旅行代金の２０％以上

類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。

申込書の提出と申込金のお支払が必要です。 ２．参会者が最少催行人員＇パンフレット記載の人数（に満たない場合。この場合は、旅行開始日の前日から起算 当該旅行サービスの提供を受けることが出来た場合においては、当社は変更補償金を支払いません

３．お客様との旅行契約は、当社がご予約を承諾し申込金の受領をもって契約成立となります。 してさかのぼって13日目に当たる日より前に通知します。 ２．当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき、旅行代金に

１．旅行代金が所定期日までに支払われない場合。当社は当該期日の翌日に於いてお客様が旅行契約を解除 【2】第5･6頄での規程に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更

２．電話等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して3日以内に されたものとし、上記当該解除日の取消料を違約料として戴きます。 【3】１．パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける項序が変更になった場合でも、旅行中に

「取消料」「違約金」それぞれの一部又は全部として取扱います。

ルの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供　キ，旅行参加者の生命又は身体の

１．所定の申込書に所定事頄をご記入の上、申込金を添えてお申込み下さい。申込金は「旅行代金」 次の場合、当社は旅行契約を解除する事があります。＇一部例示（ 安全確保のため必要な措置

この旅行に参加されるお客様は当社と募集型 企画旅行契約＇以下「旅行契約」といいます。（を 【1】次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。＇ただし、サービスの

締結することになります。 提供が行われているにも関わらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生した

<3>10日前に当たる日以降の解除＇<4>～<7>を除く

<4>7日前に当たる日以降の解除＇<5>～<7>を除く

旅行代金の２０％

旅行代金の３０％

く責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。

<1>21日前に当たる日以前の解除

<2>20日前に当たる日以降の解除＇<3>～<7>を除く

無料

無料

無料

<旅行条件のご案内>
※お申込みの際は必ず印刷の上この旅行条件書をお読みください。

この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定 １．当社は、次表に掲げる契約内容の重要な変更＇次の【1】【2】【3】に掲げる変更を除きます。（が生

１１．旅程補償

旅行契約の解除期日 取消料＇おひとり（

３．申込み条件の不適合及び病気、団体行動への支障その他の理由により旅行の円滑な実施が不可能な時。 15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更

７．旅程管理 補償金の額が1，000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。

１．個人型プランは添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン券 ３．当社が、本頄１の規程に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第9頄の

ことによる変更の場合は変更補償金を支払います。（

ア，旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変　イ，戦乱　ウ，暴動　エ，官公署の命令

オ，欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止　カ，遅延、運送スケジュー

<5>旅行開始の前日の解除

<6>旅行開始の当日の解除

<7>旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行代金の４０％

６．当社による旅行契約の解除２．旅行のお申込みと旅行契約の成立

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 日帰り旅行＇夜行含む（

旅行代金の５０％

旅行代金の１００％

右記日帰り旅行以外

旅行代金の２０％

旅行代金の２０％

旅行代金の３０％

旅行代金の４０％

旅行代金の１００％

めるところの契約書面の一部となります。 じた場合は､旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日

1．募集型企画旅行契約

旅行契約の内容・条件は、お渡しする確定書面及び当社旅行業募集型企画旅行契約の部によりま

す。当社は運送・宿泊その他の旅行に関するサービス＇以下、「旅行サービス」といいます。（を手配

し、旅程を管理する事を引き受けます。

旅行代金の５０％

から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第9頄の規程に基づ

この旅行は＇株（スポニチプライム＇以下「当社」といいます（が企画・募集し実施する旅行であり、

旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日前に当たる日＇以下「基準日」といい ８．当社の責任及び免責事頄 とを相殺した残額とを支払います。

ます。（よりも前にお支払い頂きます。基準日以降にお申込みされた場合は､申込時点または旅行開 １．当社は当社又は手配代行者がお客様に損害を与えた時は損害を賠償致します。＇お荷物に関係する賠償限度 ４．当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の

１．旅行日程に明示した交通機関の運賃・料金、宿泊代金、食事料金、観光料金、消費税、その他が 責任を負いません。 当社らは、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の

含まれます。 ２．当社はお客様の故意又は過失、法令若しくは公序良俗に反する行為により当社が損害を被った場合はお客様 連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関

３．旅行日程に明示した以外の交通費、飲食費及び観光費、個人的な飲食・通信費、サービス料、専 当社旅行業約款＇募集型企画旅行契約の部（の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激か キャンペーンのご案内。＇２（旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。＇３（アンケートのお願い

用個室利用追加代金、希望者のみが参加するオプショナルツアー代金は旅行代金に含まれません。 つ偶然な外来の事故により、その生命身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、死亡補償金として 。＇４（特典サービスの提供。＇５（統計資料の作成。に、お客様の個人情報を利用させていただくこと

できます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社らのそれぞれの営業日・営業時 個または一対については、15万円を限度します。 会社との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ会社は、それぞれの会社の営業

間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。 １０．ご旅行条件 案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくこ
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